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衆
議
院
議
員
照
屋
寛
徳
君
提
出
米
軍
普
天
間
飛
行
場
へ
の
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
米
海
兵
隊
が
公
表
し
て
い
る
「
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ａ
Ｖ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
」
に
お
い
て
、
現

在
普
天
間
飛
行
場
に
配
備
さ
れ
て
い
る
回
転
翼
機
Ｃ
Ｈ
四
六
の
部
隊
が
、
二
千
十
三
米
国
会
計
年
度
第
一
四
半
期
か
ら
垂
直

離
着
陸
機
Ｍ
Ｖ
二
二
オ
ス
プ
レ
イ
（
海
兵
隊
用
。
以
下
「
Ｍ
Ｖ
二
二
」
と
い
う
。
）
の
部
隊
に
代
替
さ
れ
る
と
の
計
画
が
記

述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し
て
お
り
、
将
来
に
お
い
て
沖
縄
に
Ｍ
Ｖ
二
二
が
配
備
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
認
識
し

て
い
る
が
、
「
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ａ
Ｖ
Ｉ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
」
は
米
国
国
防
省
と
し
て
正
式
に
承
認
し
た
計
画
で
は

な
く
、
Ｍ
Ｖ
二
二
の
沖
縄
へ
の
配
備
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
の
「
普
天
間
飛
行
場
の
代
替
の
施
設
に
係
る
二
国
間
専
門
家
検
討
会
合
の
報
告
」

（
以
下
「
専
門
家
会
合
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
発
出
に
至
る
ま
で
の
日
米
間
の
協
議
に
お
い
て
は
、
普
天
間
飛
行
場
の
代

替
の
施
設
に
お
け
る
有
視
界
飛
行
の
経
路
を
検
討
す
る
中
で
、
米
側
か
ら
、
仮
に
Ｍ
Ｖ
二
二
が
沖
縄
に
配
備
さ
れ
た
場
合
も

含
め
、
様
々
な
ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
意
見
が
提
起
さ
れ
た
。

な
お
、
専
門
家
会
合
報
告
書
に
あ
る
と
お
り
、
有
視
界
飛
行
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と

一



な
っ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

普
天
間
飛
行
場
代
替
施
設
建
設
事
業
に
お
け
る
飛
行
場
の
設
置
に
関
す
る
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
沖

縄
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
二
年
沖
縄
県
条
例
第
七
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
従
い
手
続
を
進
め
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

普
天
間
飛
行
場
の
代
替
の
施
設
に
お
け
る
有
視
界
飛
行
の
経
路
に
つ
い
て
は
、
一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た

と
お
り
、
今
後
、
継
続
し
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
飛
行
経
路
拡
大
」
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
何

ら
決
ま
っ
て
い
な
い
が
、
一
般
論
と
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
飛
行
経
路
の
変
更
に
係
る
事
業
内
容
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
条

例
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
改
め
て
、
条
例
第
五
条
か
ら
第
二
十
四

条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
そ
の
他
の
手
続
を
経
る
こ
と
は
要
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
政
府
と
し
て
は
、
当
該
環
境
影
響
評
価
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
と
調
整
を
行
い
、
条
例
に
従
い
、
適
切

に
対
応
し
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
「
墜
落
事
故
件
数
」
及
び
「
乗
員
の
死
亡
事
故
件
数
」
に
つ
い
て
、
確
定
的
か
つ
網
羅
的
に
お
答
え
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
二
千
九
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
の
米
国
議
会
調
査
局
に
よ
る
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
垂
直
離

着
陸
機
Ｖ
二
二
オ
ス
プ
レ
イ
の
開
発
段
階
に
お
い
て
、
千
九
百
九
十
一
年
に
一
件
、
千
九
百
九
十
二
年
に
一
件
、
二
千
年
に

二
件
の
墜
落
事
故
が
発
生
し
、
そ
の
う
ち
千
九
百
九
十
一
年
の
一
件
を
除
い
た
三
件
が
死
亡
事
故
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
二
千
十
年
四
月
九
日
付
け
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
同
月
八
日
、
垂
直
離
着
陸
機
Ｃ
Ｖ
二
二
オ
ス
プ
レ
イ
（
空
軍
用

）
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
い
て
墜
落
し
、
米
軍
人
等
が
死
亡
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
墜
落
事
故
が
他
の
航
空
機
と
比
べ
て
多
い
か
少
な
い
か
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
垂
直
離
着
陸
機
Ｖ
二
二
オ
ス
プ
レ
イ
は
、
機
体
の
改
良
、
運
用
評
価
飛
行
等
を
経
て
、
機
種
の
信

用
性
、
維
持
可
能
性
等
に
つ
い
て
の
評
価
が
行
わ
れ
、
二
千
五
年
に
、
米
国
国
防
省
に
よ
り
、
本
格
的
量
産
の
承
認
が
な
さ

れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

三


